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ア野 趣旨  

第 二期地方分権改革や道州制ビジョン策定に向けも 国等での議論が活発に  

なるこの機を捉え、新たな大都市制度の創設に向け海 国等に対し本市の室張  

を積極的に発信していくにあたり海 外部有識者による専門自勺かつ幅広い見地  
から助言∵提言を得ることを目的に設置。   

＜参考；国等におげる動向≫   

唾第29次地方制度調査会血7月に設置。審議項月に「基礎自治体のあり方」の中  

で「大都市制度のあり方」があがる。   

各地方分権改革推進委員会響疇¢4月に設置。11月発表の「中間的な取りまとめ」に－  

l■大都市制度のあり方」が検討項目としてあがる。   

8道州制ビジョン懇談会｝「政令指定都牒制度≠ 大都市個域についての検討が  
必要」という論点が出さ才1る。  

設置期間  

平成19年6月～平成21年蕃（2か年を戸定）  

r－：～ 真上き  

《委 員 長）  

《委員長代理）  

《委  員）  

（玩寸深捌l酎  

小林 重敬  

青田 民雄  

岡部 明子  

神野 直彦  

橋本 泰子   

宮嶋  修  

山j二   晃  

（横浜国立大学藩学院教授）  
（東海大学政治経済学部教授）  

（千葉大学大学院†二学研究科准教授）  

（東京大学大学院経済学研究科魯経済学部教授）  

（大正大学大学院人間学研究科・人間学部人間福  
祉学科教授）  

（横浜市町内会連合会会長）  

（横浜商工会議所顧問）  

エ嘘 これまでの経過と当面のスケプユール  

期日   
主な議題   

第7回  平成19年 6月 8［ヨ（金）   検討の全体像¢想定される論点整理   

第2回  平成19年 7月20巨］（金）   新たな大都市の指標、大都市の包括的な権限   

第3回  平成19年 9月 5日（水）   検討の枠組みの整理、広域行政のあり方   

第4回  平成19年川月23日（火）   前回までの論点整理とまとめ   

第5回  平成i9年12月25日（火）   税財源のあり方  

第6回  平成20年1月頃   都市内分権のあり方   

第7回  平成20年 3月頃   各晰論点をふまえ、全体議論 」   

ミニこ享 潤子．たキ糞：郡市制窯敷設・や塗薬に堰け鳶・温討澤書廣噌。… ≦こ∵コし∵て  

11月〟ド旬に、 これまでの議論を踏まえ篭 今年度未に予超している委員会とし  

ての中間報告に向けての検討の方向性をまとめた。（次ページ参照）  
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1 趣旨   

横浜市は、市民に最も身近な基礎自治体として行政サービスを提供するとともに鴇  

363万人の人口を抱える日本最大の市であり、首都圏の中核的な都市の一つとして  

の役割も担っている。また、高い行財政能力を発揮した先進的な取組などにより、  

他の自治体や国へも影響を与えている。しかし、現行の地方自治制度においては、  

一一般市町村と同じ枠組みの中で、－－－一一吾β特例的な扱いがされているにすぎず、大都市  

の複雑なニーズ及び問題への対応が十分とは言えない状況にある。   

現行の指定都市制度は、横浜など旧5大帝に適用されるはずであった特別市制度  

を廃止し、府県改革までの暫定的な措置として成立したものであるが、51年が経過  

した現在も根本的な見直しはなされていない。現在、国においては、第二期地方分  

権改革や道州制ピジョン策定に向けた議論が活発になっているところであるが、大  

都市制度の議論はまだ十分になされていないのが現状である。   

横浜市は、地方制度改革の議論が活発になっているこの機をとらえ、大都市自治  

を拡充する新たな大都市制度の確立に向け、国等に積極的に主張を発信していくた  

め、専門的かつ幅広い見地から横浜市に対して助言。提言をする「横浜市大都市制  

度検討委員会（委員長：小林重敬 横浜国立大学大学院教授）」（以下「委員会」と  

いう。）を設置し、検討を進めているところである。   

本冊子は、委員会におけるこれまでの議論の中から、横浜市にふさわしい新たな  

大都市制度創設の提案に向けた検討の方向性を整理したものである。  

2 横浜の現状・課題  

横浜市の現状と課題をいくつかの指標から整理すると、以下のとおりである。  

＝＝ 生活圏一経済圏からみた横浜   

横浜市内の通勤。通学者数は約120万人である。東京23区に約45万人の市民が  

通勤。通学しているが海 横須賀。三浦、県央、湘南地区を中心に鴇 横浜市に流入す  

る人口は約40万人で、流入人口としては東京23区、大阪市、名古屋市に次いで第  

4位である。（参考編：図表－1参照）   

横浜は、港湾都市という特徴から、重化学工業等の製造業や運輸業が集積してい  

るが∴最近では、ITやバイオ、コンテンツ産業など新しい産業の集積が見られると  

ともに、外国企業の進出や日産自動車をはじめとする本社の東京からの移転、研究  

施設の集積など、様々な機能が重層的に高まってきている。   

また、「神奈川県消費行動調査」によると、県内の人々が買い物や飲食で利用す  

る場所としては、横浜駅周辺が圧倒的に多く、みなとみらい地区なども含め、横浜  

市内に集中していることがうかがえる。（参考編：図表－2参照）  
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（2）指標から比較♭た横浜  

全国の指定都市（データ収集の都合により14市）をも①太上い交流、②経済、  

（訓育報・文化、④行政の4つの分野における規模。中枢性を示す指標により比較   

すると、横浜市はⅧ 規模では大阪に次いで第2位、中枢性では大阪、名古屋に次   

いで第3位となり、さらに大阪、名古屋、横浜の3市が他の指定都市の平均を大   

きく上回っていることが分かる。（下図及び参考編：図表－3、4、5、6参照）ま   

た、2007年世界生活環境調査（世界都市ランキング）でも、横浜は、国内では、   

東京に次いで第2位という高い評価を得ている。（参考編：図表一7参照）  

このように、横浜は、規模・中枢性では大阪、名古屋と並んで第1グループで   

あり、世界的に見ても高い評価を得ている都市であるが、世界一の巨大都市圏で   

ある東京圏に位置しているところにⅧ 他の2市とは違う特異性がある8  

しかし、横浜は、東京圏における相対的自立性や都市としての世界的知名度、   

シティネット（アジア太平洋都市間ネットワーク）をはじめアジアや世界の諸都   

市との直接的なつながりなどが高いことから、大阪、名古屋と同水準の自立性が   

あり、かつ東京圏においてもー一つの有力な核となっている。  

なお、上記の4分野のデータでみる規模8中枢性は、工業化社会を前提とした   

指標ともいえ、現代及び新しい時代の大都市の指標を考えるにあたっては、知識   

情報化社会や持続可能性ある社会における大都市の位置づけについても、改めて   

整理していくことが必要である。例えば、「全国の注目を浴び、人々が集まる」「社   

会関係資本（ソーシャルキャピタル）の豊かさ」「グローバルな都市ネットワーク   

時代の位置づけ」なども、新しい時代の大都市の指標として考えられる。今後、そ   

れらの指標による整理を試みていくことも必要である。  

（図）  
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今回の大都市制度の検討は、大都市としての横浜の現状と課題を把握し、その課   

題解決に必要な政策を推進できる横浜にとってふさわしい制度を構想した上で、そ   

れをわが国における大都市制度として普遍化していくことを目指していくべきであ   

る。  

また仁検討にあたっては、政府間関係と都市内自治の2つの視点からの検討が必   

要であり、この2つのレベルをつなく、、議論も必須である。   

検討にあたっての基本的な方向性は、現時点では以下のとおりである。  

「＝上陽来を見媚えた新しい時代の大都市  

それぞれの時代において、都市の形成の仕方と機能は翼なる。農業社会、工業   

化社会、知識情報化社会など、時代の進展によって、都市の性格も大きく変容し   

ていく。  

また、わが国全体の少子中高齢化や人口減少、グローバル化の進展などによる   

市民の暮らしへの影響と、成熟都市時代における大都市の社会的、経済的、文化   

的、環境的な持続可能性にも配慮して、都市政策を展開する必要がある。  

このような時代背景を考慮しセ 新しい時代の大都市のあり方を先取りして考え   

ていくことが必要である。  

（2）市民の視点に立った市民に有用な仕組み  

新しくつくられる大都市制度は、市民の生活の質を高める上で役立つ仕組みで   

あることが求められる。そのため、制度の構築にあたっては、行政の視点だけで   

はなく、市民の視点から検討していくことが何よりも重要であり、市民生活にプ   

ラスになる大都市の権限などを求めていくぺきである。  

市民自治を基点にしながらも 大都市、大都市圏、広域自治体の自治構造につい   

て、市民にとって何が一番有用かを考え、その自治構造に合わせた大都市制度を   

設計していくことが必要である。  

（3）「補完性」、「多様性」、「総合性」、「広域性」、「先端性」を基本に検討  

市民による自治を行う上では、「補完性の原理」に基づき、国や県などの介入を   

できる限り排除すべきである。匡い県と横浜市の関係や市と市民の関係などにつ   

いては、「補完性」の観点から検討していくべきである。  

またセ 地方自治の本旨は、自由で多様な自治を許容することである。大都市制   

度については、都市の個性などを鑑み、「多様性」の観点から検討していくべきで   

あり、一一国多制度という柔軟な視点も必要である。  

また、加えて、複雑化する都市間題などの課題解決は、行政の縦割りに陥らな   

い総合的な対応が求められる。したがってち「総合性」の観点から検討していくべ   

きである。これまでは、「地方自治体を総合的な行政主体に」という建前のもとで、   

国の各省庁が、行政の縦割りのまま個別法令で都道府県砂市町村に仕事を下ろし   

てきた経過がある。今後は、大都市独自の「総合性」を明確に主張していくこと  

－3－   



も必要である。   

「補完性」「多様性」「総合性」は、基礎自治体としての大都市の役割を整理し  

ていくための軸となるキーワ←ドである。   

さらに、横浜は、基礎自治体としての役割のほかに、大都市としての役割があ  

り、広域的な影響力を有するほか、高い行財政能力を有し、先端的な都市間題に  

対応する役割も担っている。したがって、「広域性」「先端性」の視点からの検討  

も必要であり、「補完性」、「多様性」も「総合性」、「広域性」、「先端性」という5つ  

のキ脚ワードを基本に、さらに検討を進めていくことが必要である。  

（4）横浜の特徴や実情をふまえた検討  

横浜は、大阪、名古屋に次いでそれらに類する規模虚中枢惟を有する一方で、   

世界一の巨大都市圏である東京圏に位置しているという特異性がある。しかし－   

後者の特徴については、東京に勤務しながら横浜に生活する市民が約45万人いる   

という、生活の場としての横浜の優位性を示しているともいえる。  

したがって、これからも多くの横浜市民が横浜を愛し、住み続ける可能性を高   

めるために、多様な顔を持つ横浜の各地域の個性を生かしつつ、さらに魅力のあ   

る大都市にしていくという視点からの議論も必要である。  

また、横浜は、開港都市、国際都市としての進取の気風や柔軟性も兼ね備えて   

いる。それらを念頭に置きながら、大都市。横浜はどうあるべきかを考えていく   

ことも必要である。  
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堵 個別論点の検討の方向性   

将来のあるべき大都市像を目指し、現在及び将来における課題の解決に必要な政  

策を推進するための個別論点としては、権限、広域行政、税財源、都市内分権の4  

つに大きく分類整理する。ただし、大都市がどのような方向に進むぺきかを常に念  

頭に置いて検討していく必要がある。   

ここでは、これまでの委員会での議論をふまえ、大都市の権限と広域行政を中心  

に検討の方向性を整理する。  

＝＝ 権限   

（事大都市独自の権限として整理  

国や県から権限が移譲された場合、それまで国や県が行っていたことと同じ  

ことをするのではなく、横浜市がその権限を持つことにより、横浜の個性を生  

かした独自のまちづくりや総合的なサービス提供が可能になるなど、これまで  

とは違い、合理的でかつ機能的であるという整理をしていくことが必要である。  

例えば、防犯。防災や土地利用。都市計画などに関する権限を横浜市が包括的  

に持つことは、現在県が持っている機能とは違う次元の新しい機能をつくり出  

す権限として考えていくことになる。  

また、国や県との二重行政だから全て解消すべきという単純な整理ではなく、  

市民の視点に立って、横浜市になぜその権限が必要なのかも精査していくこと  

が必要である。  

さらに、大都市は、基礎自治体の代表として、他の自治体をリードする役割  

を担っている。例えば、交通規制や生活安全（防犯）に係る権限を持つことに  

より、他の自治体をリードする方向性を出すこともできると考えられる。これ  

まで議論がされてこなかった警察制度の分権化を、大都市として宣言する時代  

になってきたのではないかと思われる。  

（彰総合的な対策に必要な権限   

市民に身近なレベルで、総合的かつ柔軟に対策を考えることができれば、よ  

り効果的な取組が可能となる。   

従来は、政策形成機能や調査研究機能は、国や広域自治体の機能と見られが  

ちであったが、まさにこれらの機能は、基礎自治体でかつ高い行財政能力を持  

つ大都市だからこそ総合的に担えるものであり、そのための包括的な権限が必  

要となる。  

③権限の源泉の考え方   

現在の指定都市。中核市・特例市制度のように、特例として権限を付与され  

るのではなく、「補完性の原理」から、基本的に基礎自治体のレベルに全ての権  

限があるという考え方を明確にすべきである。行財政能力が低く、事務を担う  

ことができない規模の自治体については、特例として、他の自治体や国がサポ  

ートしていくことを原則とするという発想の転換が必要である。  
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このように考えると－ 包括的権限はも 底辺にある基礎自治体に属していると  

いうことを原則に、権限移譲の議論を進めていくべきであろう。例えば、「国土  

形成計画」での議論では、国際交流でさえ国経由でなく、各地域が独自にすべ  

きだとも指摘されている。  

④民間への移譲も含めた検討   

横浜市は、民の力の活用を積極的に進めているが、日本全体としては、本来  

は民間がやるべきことをいまだに行政に依存しているケースも多い。く 国や県か  

らの権限移譲の議論とともに、どの部分を民間に委ねることができるかについ  

ても、併せて検討を進めていくことが必要である。  

⑤立法権限の移譲   

国が個別法令により企画さ立案段階で各種基準や手続を決めているため、自  

治体の自由度はいまだに大幅に制限されている。現在、地方分権改革の議論の  

中でも、法令の規律密度の緩和などの意見が出されている。例えば、平成16  

年に制定された景観法は、国が枠組みだけをつくり、具体的な内容を条例に委  

ねることにより、指定都市は実質的な決定権を担保できている。   

今後、権限のあり方を検討するにあたっては、対象を執行権限だけに限定せ  

ず、立法権限の移譲にまで拡げていくことが重要である。国の法令は、枠組み  

などの基本的事項のみを規定し、それぞれの細則は条例で制定できるという視  

点での見直しが必要である。  

（2）広域行政  

①広域における大都市鬱積浜のとらえ方  

都市のとらえ方には、①実態としての都市（都市域としての横浜）、②制度  

としての都市（都市自治体としての横浜）、③観念としての都市（横浜市民であ  

るという思い等）の3つがある。この3つを整理することにより、東京圏の中  

での横浜独自の位置づけを櫻拠付けていくことが必要である。  

横浜は、「横浜」としての一体感が醸成されており、また人々が住みたいと  

思える魅力やブランドが形成されている。観念としての都市を制度の枠組みの  

中でくみ取ることにより、独立性。自立性の高い大都市の整理につながると思  

われる。  

（蟄県との関係   

大都市制度を考えるにあたり、県の位置づけはある程度整理しておくことが  

必要である。県の役割については、全国知事会が平成13年にまとめた「地方  

分権下の都道府県の役割」の中で6つのメルクマール（参考編：図表－8参照）  

を提示しているが、横浜についてみるならば、このうちの－一つ「行政対象が広  

域的に一体のもの」以外については、県の役割は少ないと思われる。   

また、県は機能としての役割が中心であり、都市が持つ観念はない。特に、  

指定都市、中核市を各2つ、特例市を5つ抱える神奈川県の役割については、  
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今後変容していく可能性が高い。   

なお、横浜市が持つぺき権限が整理されることによって、道州制などもふま  

えた県の存立基盤も反射的に明確になっていくと思われる。  

③東京圏における横浜の位置づけ   

前述したとおり、横浜には、世界∨‖イ‖く－・一の巨大都市圏である東京圏に位置してい  

るという特異性がある。そこで、大阪、名古屋とは異なる状況にあることを前  

提に、東京圏における横浜の位置づけ、役割鋤機能を整要撃していくことも必要  

である。  

④ト近隣市など県内市町村との関係   

横浜は、昭和14年の第6次市域拡張以後、近隣市町村との合併等を経験し  

ていない都市であり、市域の一体性が浸透している。一方で、大都市として、  

市域を越えた影響力を持つとともに、県内や東京圏の広域的課題の解決に向け、  

それぞれ関係自治体と連携協力して対応してしさる。   

将来の道州制を見据えると、市域内での自己完結のみを考えるのではなく、  

県の機能が消滅したときに困る近隣市町村へのサポートをどうするかなど、他  

の市町村との関係にも配慮した大都市制度議論も必要である。  

（参道州制等議論との関係   

道州制の導入に伴い、横浜が都市州、つまり道州に包括されない道州同格の  

都市となることば、大都市としての自立性が高まるという意味はあるが、都市  

内分権（自治区の設置）など、都市州の実態をふまえた議論も必要である。例  

えば、東京のような特別区制も考えられるが、現行の東京23区をみると、常  

に特別区側から自治権の拡充要求があり、安定してないという欠点もある。   

また、地域的合理性を考慮する必要があり、全国一律の道州制ということに  

はならないのではと考える。例えば、他の道州や中央政府とのバランスを考え  

ると、東京圏においては、強大で集権的な道州ではなく、■都道府県合併的な道  

州を置き、大都市地域については大都市が中心となって経営していく方向もあ  

りうると考える。   

加えて、東京圏の特殊な状況がある中で、道州制自体の議論の先行きが不透  

明な現時点においては、道州制を見据えた検討と、道州制を前提としない検討  

の2つの筋道を考えておくことが必要である。  

（3）その他（税財源鬱都市内分権）  

その他の個別論点である「税財源」と「都市内分権」については、今後の委  

員会において詳細な議論を行う予定であるが、これまでの委員会で出されたこ  

れらの論点に関する主な意見をまとめると、以下のとおりである。  
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①税財源  

ア．受益と負担  

現在、法人事業税は、県税として県の収Åとなっているがも 横浜市内の事   

業者がその多くを納めているのも事実である。それがどのように還元されて   

いるのか、受益と負担の問題と、横浜の都市構造の特異性とを合わせた検討   

も必要である。  

イ。財政力の強化  

横浜が、独自の判断と責任に基づき、地域の実情に合った都市経営を進め   

るためには、大都市の行財政需要に見合った自立的な税財源の拡充と財政自   

治権の確立が必要である。税源移譲、国庫補助負担金の廃止、地方交付税改   

革を一体的に行う三位－〟一体改革の実現が求められる。  

また、包括的権限と財源はセットで考えるぺきである。例えば、ヨーロッ   

パの事例では、道路交通についてみると、駐車場収入、罰金、道路占用時の   

課金などの収Åを、道路交通や公共空間の維持費用に充てていることもある。  

②都市内分権  

ア首 市民協働の推進  

横浜は、自治会町内会活動をはじめとした市民活動が活発であり、市民満   

足度を高めるためにも、この利点を生かしつつ、これまで以上に市民との協   

働（市民間の協働、‾市民と行政の協働）を強めていく視点が必要である。  

363万人の横浜市民の力が十分に発揮できるよう、個別法令も含め、現行   

の仕組みの見直しを検討していくべきである。  

イ．「新たな公」に対する行政の役割  

「新たな公」のようにこれまでの市民協働と異なる範疇が様々な分野で生   

じてきた。大都市はも 人の面では「大量」「高密度」「異質」という特徴があ   

り、そこで多様な活動を展開するNPOや市民活動団体などは、新たな公を   

拒う主体として重要であると考えられる。  

公共を担う新しい主体が大きな役割を担う時代になってきたとき、行政が   

何を担うのかという議論も必要になる。そ・れらの主体の相手方としては、県   

のレベルではなく市のレベルの方が良い、という議論になる可能性がある。  

ウ 市と区の関係  

大都市制度の検討にあたっては、横浜市域内における地域間の多様性や、   

市と区との関係についても整理していくことが必要である。  

－8n   
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（図表－1）  

横浜市の流出直流Å通勤通学者数（15歳以上∋  

（平成17年）  

‘東革特別区部  

・ノ′ノへ∴  
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◎流出人口  
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：その他全地域  

∴‾‾▲‾＼  
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「国勢調査」より横浜市作成  
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（図表一2）  

利用の多い繁華街  
利用の多い繁垂衛【市！或・再集計】  利用の多い繁華街（複数回害）  

Cl：二   

6C  

さ諌〕  

4〔）  

3こ）  

20  

1（コ  

、■、  

穫白み閻禿七新川太渋伊頭上そた犠誓そ濁牽牛海口喝百里ご常襲小蒲毒醍弐八大環」額責伊ニニ≡  
′貴賓在日暫ン唇惰．撃霞努沃大のま須陛（封つ露逐睾i言†吏百穫ケ巨寮棄民蔽iニ舟志R稟′串聖＝妾芳  
崖声三のと ・勺 折本 佳節琵睦プ彗・他口告駅ぎ 卜竺駈L盲犬咤原試台折小真二島六駈1∈二島〒急引吾川川  
置澄み 嘩l 蜃新 本暦象雫 ラ吐「1の駅折尾邑Fヤ庭置ケ軍享駁新暦駈馬杉厚転宅標宮尾駁断  
辺懲ら 基北 三雲履 閻三だ尾 l異才転置馬辺電ノ 三芳E駅辰屠某蜃三石亀戸三石蓑蓑悪道芸筐置弄  

芸ド   炉筍辺逆 運 蕃    監こ   造三芳‡宗  
屠還  ノ」   雷  鳥   

こ．、  ∴  

外  
．  叫  

こ、い  ′主、一    二T  

もー㌣   阜  号土  
早∴・  監・  阜  
∴    百  

71  ∴■  

トー「．．r F  
藤
派
禿
 
 

琵
爵
摩
 
 

Ⅱ
塚
衛
 
 

嵯
丁
子
■
巴
一
斗
 
 

川
崎
市
 
 

債
浜
市
 
 

撃 犬 伊海 孝ゝ殴 そ  
本 部〕努 宰蔓 転 巨喜 の  
市 市 原 些 要一 わ 鮭  

確薙  

梓
橋
原
売
 
 

茅
7
略
筆
 
 

小  
控  
腰  
帯  
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繁重態の中で群を抜いている  

渾湧鰭麿恕銚針∵∵∵＼ 箪泳が覿鰭鰻㌢∵ 
横浜駅周辺   横浜駅顧還        【56．9  
診宅の買写り駅筒辺   蔓自宅の最寄り駅常辺    23。5  
みなとみらい地区（斯鷺 21リ9   14．4 

野蛮  11．9   て2．4 

元町■鱒牽☆   1ロ．6   町駐  i雫24 
センター北・両駅筒底＝新規う  伊勢略本野上野毛馬辺   

（藤沢駅周辺 

前回調査（平成8年度調査j こ比較すると、「横浜  
駅周辺」ガトップであること尾登わらず、また今回  
調査から新し＜加わった「みなとみらい地区」店雇  

い利用率を示している 

「神奈川県消費行動調査」（Ⅲ3）よリ   
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（図表－3）  

人口・交流  

規模に関する指標：大都市の規模・能力を表すと考えられる指標  

中枢性に関する指標：大都市の中枢管理機能を表すと考えられる指標  

大  

ニヰて  

構準  

名古屋市  

よ  

：凱1たま市  

＼   

ト」ll崎市   

∩   

岳 H   

可ヒ九州市  

＼ 静岡市   

0  100  ZOO  

中枢性  

グラフ作成に使用したデータ  

規模に関する指標  中枢性に関する指標  
D王D地区（人口集中地区）  

政令指定都市        人 口   人口密度 昼間昼間  

（人ルm2ト就業者通学者   人口人口密度1人口比面積比 （人／km2）（％）－（％）  

政令市平均  1，571．957L  4．312．7！ 843，165 102￥539   1p490．302  8．47B．3〉  93．3． 45．1  

札  幌 市  1．880，863  1．677－7   856す318 114，675   1月12，362  7，966．4   9  

仙  台  市  1．025．098；1．308．3  522ヶ328  94．136   905。139 6，951。9   毘  

きいたま市  1，176，314  5，408．6  912ヤ252j  62亨944   1tO弧130三 9月44ふ  9  

千  葉 市  924r319  3，397．2－  403，035  53，816         830．383■ 7．022▲9 8  

川  崎 市  1，327．011  9，299．3   553，398  44．031   1．316，910  9．974▲3   9  

横 浜 帯  3，579，628妻  鎧，柑4－3… 1－429．1491引．116   3．487，8頂6 10，036．3′  9  

静  岡 市  700き886  510．1ぎ  380．D79  43．009  610．245≡  6，171，針  8  

名 古 屋 市  2，215，062  6，785▲3j lゥ361，680 167月29  2，159．379  7，889思  9  

京 都 市  1亨474，811il，7引．4裏  766．630 149．106   1．387．532‥  9，903．9毒  9  

大  阪 市  2r628β11 11月35、6三 2tO97．218 175，248   2．628．312】11プ857．4！10  

神  戸  市  1，525．393  2γ763．3r  68D．643 105．647   1．409．454  9，536－2   9  

広  島  市  1，154亨391   1r275、6   584．609  72，003  1，004、506  7，436，9～  8  

北 九 州 市  993，525  乙037－3   458，212  59，962   888．161  5†667－2   8  

福  岡 市  17401，279  4，114．1  798，752 132pO19   1ヶ343，902…  8．936．7； 9  

出典 平成17年国勢調査  

P王P地区：国勢調査区を基礎単位地域として、市町村の境域内で人口密度の高い調査区（原則として  

人口密度4，000人／kポ以上）が隣接しており、それらの人口が5，000人以上を有する地域  

ー12－   



（図表山4）  

経済  

摸に関する指標：大都市の規模■能力を表すと考えられる指標  

中枢性に関する指標：大都市の中枢管理機能を表すと考えられる指標  

0  100  芝00  300  400  

中枢性   

グラフ作成に使用したデータ  

規 模 に 関 す る 指 標   中 枢 性 に 関 す る 指 標  

資本金  

政令指定初市                      雪害警欝書誌憲≡慧蕎㌻華盲蚕桑諾讐霊宝害警  山   10億円以上の｛蔓芸喜儲芸著㌶≧蓋 企業数   

政令市平均  10ト  5鼻ご 6，763…  1包2≧   3．176  

札幌市   
仙  台  市                    4，171．353≒ 467，1561851‘069…1，246，421154．228 関8049   ；喜≡ …：…；；】；孟巨 …二：……  

さいたま市  3，427，023 355，157i 843．167 1，051y9871121．375 24 用 2・450 96 l・268   

千  葉 市  3．653，446㌢  326－4111†053．778  962－956弓 113，252  4．292．279   36 231。9暗   92   1．037   

川  崎  市             4，704・567 447朋3L4・2弧734 ＝40・019i129朋5；2・951・224   48  31 1．955 85  1．045   

横 浜 市  12胡乱698㌻1誹娼，77針 4ず452．5糾 3，621遁9竜を 391．346・10月9了．172   1＄3 謂≧ 愚タ5芝3  2名7！ 4，202   
青争  同  市  2．898ゝ064と  314．455≡ 1．471．278  Bり2，288≧  85．102； 2．812．242   30  3十183   87 1十29ヰ   

名 古 屋 市  12，016，6了3 1．2糾，915ン 3ヶ764，722き 3．066，661蔓 395丁川≡12し338．535   柑5  109：1軋550   324⊇   6ヤ029   
京 都 市  6．009．111 664ぢ062‡2†2犯47軒 2．033，288′ 200．037 昏8  42s  6．2ロロ…  140   2月14   
大  阪  市  21†265朋5T 2，065，304！4．148，82D 4ぢ542，042≡ 651封1≡ 5．926ヴ5用   508 24225．228  418巨 11－722   
神 戸 市  5．969，091 634．522 2り572，345 1く745】264≡ 205，667要  716略533   84  36j 4．830  139⊆   2．爛3   
広  島 市  4朋2月00≧ 5陀2611・925・6141・372167∃ 14針閲榔  796。334   46  25】5．145 －67 2．226   

北 九 州 市  3，454，831≦  414，7161．886．38111，1彿500－ 116，617 1▼510、980   39 292，942：134   1，410   

福  岡  市  6†791朋1 743，074 610．2561．820．212243．332 1，592γ322   78 61】7．956r  2畔  3ぎ736   
出典市民経済計算、平成16年事業所・企業統計調査、平成り年工業統計調査。平成16年商業統計訴査、平成17年貿易統計  
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（図表－5）  

情報≦文化  

規模に関する指標：大都市の規模・能力を表すと考えられる指標  

中枢性に関する指標：大都市の中枢管理機能を表すと考えられる指標  

H q  

大阪市葦   

横浜市    0㌦〆名古  
＼  

u n   

札幌市   

広島市  

H 1＿′   

l  

0  100  200  300  

中枢性   

グラフ作成に使用したデータ  

規 模 に 関 す る 指 標  中 枢 性 に 関 す る 措 棟  

政令指定都市                         情報通借業広告業り娯楽業  

従業者数従業者数…従業者数  都市公園 を面積 しha）  L 図書館 ∃蔵書数  博物館数   u 大学数庖掘獣浣器儲蕎慧   

政令市平均  28ヶ368 3，087㌻ 10†4岳6  1子144  2，788ナ913   24  10 52，058 44  28  546 109   

札 幌 帯    29，022 2－951ぎ12ヴ150… 乙035  1154－710i  50 2各 697   99   

仙  台 市  17．514㌻  乙111  6，237  1，240：  10≡ 略006弓   41 23  452 54   

さいたま市  8、412  1㍉041  4十  4 略5畔   24 9 294   2   

千  葉 市  11，974   810   5t  7幸 2臥329毒   り  7 266  66   

川  崎 市  29月76   581 7ゾ   492  3し 28－473 52   5  柑0   2   

横 浜   4軌735  2ず282ミ  頂5，  1◆643  0ヰl‡  42   18… 糾，葛35 10怒 2ヰ 朗昏 159   
静 岡 市  6，902J  996   3，   386  畠99   14   針 14亨156 6 15 313   15   

名 古 屋 市  4乳760毒  6β12＝ 略  ー†511  389   30  15 島2．334 46  52 864 236   

京 都 市  13，209㌻ 1，430‡ 9．   607  8朋 62   25、131，614  59  13 456  224   

●   7 41．002 90 117∋ 1，339 249   

大  阪 市  108ヶ267 15ヶ549  38    630  31  1鋸 65．引6壷  64   19  676 177   

広 島 市  略094≦  2。408≡  6，  03ヰF   17   12⊆ 32，053 16 21 423   38   

北 九 州 ■市  5β7α   773i 7¢  り06 1p507542  8   9≧ 23▼516 2卓  10  301j  2喀   

福 岡 市  35，畠51  4F223… 10，66＄； 1チ225   ∃ 2，384フ64≦  75   什 77169 21  5頂  735  1法0   

出典 大都市比較統計年表、平成16年事業所・企業統計調査、平成17年学校基本調査、2005年コンベンション統計  
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（図表】6）  

行政  

に関する指標：大都市の規模・能力を表すと考えられる指標  

中枢性に関する指標：大都市の中枢管理機能を表すと考えられる指標  

大阪市  

♂  

横浜市㌦¢  

ー・名古屋市戎  

H ；札幌市   

H 臼 H   

神戸市－－叫¢  

北九州市  H H   

績  
川崎市＼匂   ＼  

福岡  

⊥臼   
q ＼乱、た  

静由市   

0  100  200  

中枢性  

グラブ作成に使用したデータ  

規 模 に 関 す る 指 標   中 枢  性 に 関 す る 指 梯  

産業別事業所数  設置者別事某所数  

政令指定都市                       軍軍喜芦 諾蓬諾ご孟∃崇潜造語積        国家公務地方  急患≡舶府県市区町村   

政令市平均  725－177†366㌻ 224。鵬7亡007 78，256，094 柑7月13†16r767 33，779．561   64   4   135    963   

札 幌 市  80乙834β74 207月71，925  01引，516j 24，402 62／145，246   75！   10 119 997 

仙  台 市  395，463β92； 58β43β9g 39．白紙196 116，00針 16，369 27ヶ342，173   61   5 1  722   

さいたま市  364ヶ213と91呂  1，062β37 ロ 12乳931  9，656  22す576．940   4B｛   2† 柑3  573   
千  葉 市  355．468．762 O 0ミ 94，7町11．616 2乙2印489   3包   ー 128…  48†   

川  崎 市  506ダ2隠724 O 469623・176151ヶ958菱 川郎0 略3軋947   20   l  55   844   

横 浜 市  一書342Y892ヶ124 一缶7夢598ト9昏9．1ヰ6，933，ロ39‡404，966  30．709、 55さ112す186   79；  4… 24こ望ざ1，719   

静  岡 市  239◆7絡355  0  ◆◆十  

名 古 屋 市  960，297．467419，417，68針109月62，066毒 277，†J帽喜 27，795i 54，畠37，924   82   7ミ 柑21，2柑  
京 都 市  即乙032剖廠114907，098シ ー12¢330β45185－467；15I123ミ 24亨342寧543   55   3≡  104   999   
大  阪 市  1γ664－68乱507 831，211，115  8乙226，84臥 425，4995＋19ヴ009≡ 40－280，582  107   6  205 1，206   

神  戸 市  1，‖8155，804 104月969790  78†849，936≦ 186，116… 16，581書 34，974．997   60…   3 146 1，100   

広  島 市  507・799デー25 O 0 146・806；13，246 70   3 115  8舶   
北 九 州 市  5略67乙748 0  9ナ336，6舶 110，488 15．849： 329663．809   57   1  83   846   

福 岡 市  703量900月07 1†4も210．63昏  0‡140，782㌻ 16ゥ542  29や1ロー，5－8   77   147   4  101  965   

出典大都市比較統計年表、平成13年事業所・企業統計調査   
注）平成13年事業所■企業統計調査結果を使用してしlるため、静岡市の数値は不詳となっていますG  

静岡市の中枢性の指標は産業大分類「公務」の事業所数（旧清水市、旧静岡市の計）から計算した参考値です。  
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（図表－7）  

く怒涛の佳みやす書に関する主な評頗亀指療＞  

1ヱ¶「遇1隻蟹靂豊蓮撃墜翠墓地璽些泣垂加麺：些⊥三i適  
、苫ノ 概要  

－】ニー∵ヨ」－㌢を怒転地とすろ塗腰∵Å牒‾コ ニ‘ノ〝           ザ会社1  

一－ －・∴－・「■ ・  －－ －  －－ －・l∴－ ・‘J∴ご▲’  

政市較民間企業さL仁美貞号数汁Fニi隼達てそ賢才、L－ ｝－ト   手当W‾一博讃藩凍愕揉  

を清浄孝養を給与にざE空した豊L－†舞出工一二r、ニイー′g完4÷▲ヰ  

監軍家賃きテ＼だノブばニュー一三ー’7蒜婁渡し  ‾こンわ】‾ふふ  サ幸三三）（吉声左遷掌；ニし㌣  

丁エ∴ ‾∵三‘i∴：デ ∴ ■、こ － ．－  

二 十手－：巨．■キ∵  

マーサーの調査は、生活環境査定  

に必要な39の重要項目について評価  

を実施。カテゴリーは以下のとおり。   

政治・社会環境（政情、治安、法秩序等）  

経済環境（現地違算の交換横臥銀行サービス等）  

社会文化環境（検閲、儲Åの自由の制限等）  

健康・衛生（医療サーゼス、伝染最下水道設胤  

廃棄物処理、大気汚染等）  

学校および教育（水準、およぴインターナショナル  

スクールの有無等）  

公共サービスおよび交通く電気、凍道、公共交  

通墟顧、交通渋滞等テ  

レクリエーション（レストラン、劇軋映画館、ス  

ポーツ▲レジャー施設等）  

鯛鯉財（食劉／日常消費財の誘達状況等ラ  

住宅（住宅、家具、住居経緯サービス関連等〉  

自然環境（気候、自然災害の記録〉  

／、2ノ 爵蕎澤碩泣（こ旗降 2日¢7年｝  
－、－       ，■－■     ‾     － ■一  

「ア＋二手一一亭ノツご  

t       ■    、    「 －－  

「・竜」打   「  ∵∴∵＝血ノて ぺ′  

■‾ √‾   「＝‾ ▲‾    龍∴ 三栄誉  

；、で 二  

さ‘   ▲一ニト  
＿  

うJj位 〔ブ、ごレーート∴ ′∵モー肝‾→’≡」“  ま三倍 ｝  

l  

5こコ 、も′ンニノニ  
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（図表叫8）  

重量垂崖下蚤整蓮蜃塵塁豊葦む 
（全国知事会「自治制度研究会報告書」（平成13年7月）から）  

●6つのメルクマール  

①産業（製品。サービスの生産。供給）に係るものであるか  

②法人等に係るものであるか  

③行政対象が広域的にw∬W…m〝」体のものであるか  

④行政需要・行政対象が広域的に散在しているものであるか  

⑤相当高度の専門性を必要とするものであるか  

⑥市町村を包括する団体という性格に係るものであるか  

く都道府県に期待される役割の例示（カツコ内は、該当メルタマーJい〉  
1 環境分野  

・産業廃棄物に対する対策‥…………………………‥…………‥  

。環境問題に対する情報提供上意識啓発、先導的取組み‥……◆鶴‥詭……ヰ鋏  

・広域的。総合的な環境管理…練…‥¢紗‥…………………－………‥  

。環境水準の監視等‥………‥……さ…‥せ……－・恥……‥‥…‥‥  
2 保健・医療・福祉分野  

。専門的な保健サービスの提供……………………………………  
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（②、④、  医療供給体制の整備と医療監視・   
介護保険におけるサービス水準の維持。向上‥…………‥‥………■  

3 生活分野  
。民事関係や家庭内の問題への対応‥…‥－・・・・…  

。生活の新しい考え方やスタイルの普及……‥‥  

4 産業分野  
・農産物の研究開発とブランド化…‥……‥‥・  

・新産業サ新事業の創出促進………‥・…‥…  

。産業構造や雇用環境の変化に対応した人材育成‥  
・企業誘致、農業・中小企業助成、観光振興…‥鎮  

5 教育・文化分野  
・市町村の学校教育に対する知的支援・‥……‥‘  

。教員の活性化に向けた人事管理…・‥……‥‥  

・高等学校の再編腋整備と高等教育の振興……8撤  

・生涯教育、芸術文化の振興……………－彫－‥  

6 基盤整備分野  
。県土整備のグランドデザイン策定と土地利用調整  
。道路等交通インフラの整備……‥‥…‥・…・  

・情報インフラの整備…‥・‥‥…‥……‥…  
・山地、河川、海岸等の県土保全‥・躊…・‥・…‥  

・国家的プロジェクトに対する要望曹調整‥…〃・…  
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ア 地域振興分野   

⑳地域振興のための構想卜計画の策定……聯・…〃α曾虔…‥倣………・……・ （③、⑥）  
・過疎地域等の支援－……………‥〃…・……………・…・…‥‥…‥‥ （⑥）  

。民間団体等の活動支援。－…鯵………・・………………‥9………・ （④、⑤）  

8防災・危機管理分野   
¢迅速に機能する体制づくりト・…・…“艶y…………………・－…■…‥・ （③、⑥）  

・災害に強い県土づくり……個………‥………喀・・＊■¢‥・。…‥……‥‥ （③）  
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横浜市東部市制度検討委員会 黍最名簿  

敬称略  

委員長   

小林 重敬（横浜国立大学大学院教授）   

副委員長   

吉田 民雄（東海大学政治経済学部教授）  

委員（五十音順）   

岡部 明子（千葉大学大学院工学研究科准教授）   

神野 直彦（東京大学大学院経済学研究科色経済学部教授）   

橋本 泰子（大正大学大学院人間学研究科・人間学部人間福祉学科教授）   

宮嶋  修（横浜市町内会連合会会長）   

山上   果（横浜商工会議所顧問）  
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横浜市大都市制度検討委最会設置要綱  

制 定  平成19年5月18日第65号（市長決裁）  

（趣旨）  

第1条 この要綱は、横浜市大都市制度検討委員会（以下、「委員会」という。）の設   
置及び運営に閲し、必要な事項を定める。  

（目的）  

第2条 第二期地方分権改革や道州制ピジョン策定に向け、国等での議論が活発にな   
るこの機を捉え、本市としても、大都市自治を拡充する新しい大都市制度の確立に   
向け、国等に対し本市の主張を積極的に発信していくにあたり参考とするため、外   
部有識者の専門的かつ幅広い見地から助言。提言を得ることを目的とする。  

（所掌事務）  

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために必要な検討を行い、その結果を市長   
に報告する。  

（設置期間）  

第4条 委員会の設置期間は、2か年とする。ただし、市長は、期間の延長。短縮を   
することができる。  

（委員）  

第5条 委員会は、10人以内をもって構成する。  
2 委員は、市長が委嘱する。  
3 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選により選出する。  
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名   

する委員（副委員長）が、その職務を代理する。  

（会議）  

第6条 会議は、必要な時期に、委員長が招集する。  
2 会議の議長は、 委員長が務める。  
3 議事要旨及び会議資料は公開する。  

（庶務）  

第7条 委員会の庶務は、都市経営局調査。広域行政課で処理する。  

（雑則）  

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に閲し必要な事項は、委員長が   
定める。  

横浜市大都市制度検討委員会  

連絡先：横浜市都市経営局調査・広域行政課大都市制度担当  

‘「Eし：045－67卜4239 ／ FÅX：045－663－6561  

E－maif：tSqdaitoshi＠city．yokohama．jp  
http：／／ww軋City．yokohamaJp／me／keiei／chousakouiki／bunken／  

－19凸   



200タ  

Y首施0‡呈ÅM鬼望8鵬  横清閑渚l野周年  

領海品ふ廓癖  

料監パルー．牒．芸者て打電二軍寮鼓料埜些   


